
宮崎県市町村・地域づくり団体等協働モデル事業助成金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 公益財団法人宮崎県市町村振興協会（以下「協会」という。）は、市町村と地域

づくり団体等が協働して行う、地域づくり推進のための事業の実施に要する経費に対し

て助成することにより、地域のより一層の活性化を図る。 

 （助成対象団体） 

第２条 助成の対象となる団体（以下「助成対象団体」という。）は、次のとおりとする。 

（１）市町村 

（２）地域づくり団体等（地域社会の健全な発展を目的として、一定の地域の住民により

自主的に結成された自治会、町内会等のコミュニティ団体、ＮＰＯ法人等の非営利団

体（法人格の有無を問わない。）） 

（３）市町村及び地域づくり団体等で構成する実行委員会等 

 （助成対象事業） 

第３条 助成金の交付の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、第１５条

に定める期間の事業で、次の要件を満たす事業とする。 

（１）地域住民が、地域資源を再確認し、活用方策を検討する場となり、内発的な地域発

展につながる事業であることこと。 

（２）行政や地域住民、他の地域づくり団体、小中学校などの教育機関等との連携を図り

ながら、効果的な実施に努める事業であること。 

（３）具体的なテーマを設定して実施する事業であること。 

（４）新たに始める協働のモデル的な事業であること。 

 （助成対象団体及び助成対象事業の選定方法） 

第４条 助成対象団体及び事業助成対象事業の選定方法は、別に定める公益財団法人宮崎

県市町村振興協会市町村振興事業推進委員会（以下「推進委員会」という。）において、

書類審査及びプレゼンテーションによって決定するものとする。 

 （助成対象経費並び助成率及び助成限度額） 

第５条 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、助成対象

事業の実施に要する経費のうち、別表中１に掲げる経費とし、別表中２に掲げる経費は

助成対象としない。 

２ 助成金の額は、助成対象経費合計額又は４０万円のいずれか低い額とする。 

３ 助成対象経費に本助成金以外の助成金、補助金、負担金、寄付金、協賛金、参加料そ

の他の収入が充当されその額が助成対象経費を超えた場合は助成金額を減じるものとす

る。 

４ 助成金に千円未満の端数が生じた場合は、当該千円未満の端数を切り捨てる。 

 （助成金交付の申請） 

第６条 助成金の交付の申請をしようとする助成対象団体は、別に定める期日までに、助

成金交付申請書（様式第１号）を協働する市町村長を経由して、理事長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前条第３項に該当するその他の収入がある場合は、本助成金充当分と明確に区分でき



るように表記しなければならない。 

３ 市町村長は、助成金交付申請書に関し意見書（様式第２号）を作成し、当該申請書と

併せて理事長に提出するものとする。 

 （助成金交付の決定及び通知） 

第７条 理事長は、推進委員会の審査の結果に基づき、助成金を交付する事業を決定し、

助成金交付決定通知書（様式第３号）を協働する市町村長を経由して当該助成対象団体

に通知するものとする。 

２ 理事長は、助成金を交付する事業を決定する場合において、当該助成金の交付の目的

を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。 

 （助成金の概算払い請求） 

第８条 前条の規定により、助成金の交付決定の通知を受けた助成対象団体（以下「助成

団体」という。）は、速やかに助成金概算交付請求書（様式第４号）により概算払いを

請求するものとする。 

 （助成金の概算払い） 

第９条 理事長は、前条の規定により助成金の概算払いの請求を受けたときは、当該請求

内容を審査のうえ、助成金を概算払いするものとする。 

２ 理事長は、前条の請求書を受理した日から起算して３０日以内に助成団体に対して助

成金を交付するものとする。 

 （申請の取下げ） 

第１０条 助成団体が、交付の申請を取下げる場合は、第７条の規定により助成金の交付

決定通知を受けた日から１０日以内に、取下げ承認申請書（様式第５号）を理事長に提

出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付決定は

なかったものとみなす。 

 （事業の中止・廃止） 

第１１条 助成団体が、第７条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた事業（以下

「助成事業」という。）を中止又は廃止しようとする場合には、あらかじめ、事業中止

（廃止）承認申請書（様式第６号）を理事長に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

 （事業の変更） 

第１２条 助成団体が第６条に掲げる申請の内容を変更しようとする場合には、あらかじ

め事業変更承認申請書（様式第７号）を理事長に提出し、その承認を受けなければなら

ない。ただし、当該変更が助成金交付申請書（様式第１号）に添付する収支予書の各項

目の額（支出にあっては小計）の３０％以内、又は１０万円以内の増減である場合は、

この限りでない。 

 （事業の取下げ、中止、廃止、変更の承認及び通知） 

第１３条 理事長は、第１０条及び第１１条並びに第１２条の規定による承認申請書の提

出があったときは、審査の上、事業の取下げ、中止、廃止又は変更を行い、承認（様式

第８号）を通知するものとする。 

２ 理事長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 （事故報告） 

第１４条 助成団体は、助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が

困難になった場合は、速やかに事故報告書（様式第９号）を理事長に提出し、その指示



を受けるものとする。 

 （助成活動の支援の期間） 

第１５条 助成活動の期間は、原則として助成決定のあった日から当該年度の１２月末日

までとする。ただし、災害、感染症拡大等の不可抗力により活動に支障がある場合には、

この限りでない。 

 （進捗状況の確認） 

第１６条 理事長は、助成事業の適正な執行を期するため、必要に応じ助成事業の進捗状

況の確認、現地調査及び書類確認を行い、事業遂行内容について、必要な措置・指導を

行うものとする。 

 （事業完了実績報告書の提出） 

第１７条 助成団体は、第１５条に定める助成活動の支援の期間が終了した日から起算し

て３０日以内に、事業完了実績報告書（様式第１０号）を協働する市町村長を経由して

理事長に提出しなければならない。 

 （助成金額の確定） 

第１８条 理事長は、前条の事業完了実績報告書の提出があったときは、その内容を審査

のうえ、速やかに助成金額を確定し、助成団体に対して助成金額確定通知書（様式第１

１号）により通知するものとする。ただし、助成団体の確定額が概算交付額に満たなか

った場合は、助成金額確定通知と併せて助成金返還請求書（様式第１２号）により、そ

の差額の返還を求めるものとする。 

２ 前項ただし書きの規定により、助成金の返還請求を受けた助成団体は、当該返還請求

額を理事長が指定する期日までに返還しなければならない。この場合、返還に係る払込

手数料その他の経費は、助成団体の負担とするものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１９条 理事長は、助成団体が次のいずれかに該当する場合、助成金の交付決定を取り

消すことができる。 

（１）第６条の交付申請書並びに第１７条の事業完了実績報告書の内容に、重大な過誤又

は虚偽が判明した場合 

（２）必要に応じて、第１０条から第１４条の規定により提出すべき書類を提出しなかっ

た場合 

（３）その他、この要綱の規定に違反したときとき。 

 （助成金の返還） 

第２０条 理事長は、助成金の交付決定の取り消し及び額の変更をした場合において、既

に助成金が交付されているときの助成金の返還については、第１８条の返還に係る手続

き等を準用するものとする。 

 （支援） 

第２１条 助成団体が助成事業の実施等に関して情報・ノウハウの助言を希望する場合に

は、協会は助言等の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

 （事業実績の公表と活用） 

第２２条 助成団体は、事業実績を広く活用させるために協会が主催する支援事業等活動

報告会において発表するものとし、支援事業等活動報告書に掲載し公表するものとする。 

 （表彰） 

第２３条 理事長は、事業実績のうち、特に優秀と認めたものを表彰することができる。  



 （その他） 

第２４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は理事長が別

に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年５月２５日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年２月１９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

  



別表 （第５条関係） 

助 成 対 象 経 費 

１ 助成対象団体が助成対象事業を実施するのに要する、次に掲げる経費を助成 

対象経費とする。(数量、単価等の明細及び領収書のコピーを添付すること) 

（1）謝 金（助成申請団体の役職員に対する謝金は対象外） 

（2）旅 費（グリーン料金等は対象外。地域づくり団体に関する全国大会等参加の 

ための旅費を含む。）但し、助成金の２０％を限度とし１視察につき２名以内のとする。 

（3）印刷製本費・複写費 

（4）委託料（コンサルタント等への全部委託は対象外） 

（5）使用料及び賃借料（会場等使用料など） 

（6）原材料費 

（7）役務費 

（8）その他事業を行う上で理事長が必要と認める経費 

 

 

２ 以下に掲げる経費については助成対象としない。 

（1）土産代 

（2）国外旅費 

（3）事務局費（但し、研修会等の実施のため、開催日当日及び前後の 

日に限り、新たに雇用する場合の人件費は対象とする。） 

（4）備品 

（5）公有財産購入費（その他動産、不動産の購入費） 

（6）負担金、補助及び交付金 

（7）扶助費 

（8）前払費用(交付決定前の支払) 

（9）工事請負費 

（10）食糧費 

（11）助成対象事業以外の事業に係る経費との区分を、客観的に証することができない経費 

（12）その他、本助成事業の趣旨に反するもの 

 

 


